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 地 方自 治 法第 １９ ９条 第 ５項 の規 定に 基 づき 、八 代市 議 会政 務  

調査 費に 係 る事 務に つい て 随時 監査 を実 施 した ので 、そ の 結果 に

関す る報 告 を同 条第 ９項 の 規定 によ り提 出 しま す。  

 



一  監査 の 対象  

平成 2 4 年 度八 代 市議 会政 務 調査 費に 係る 事 務を 対象 とし た 。  

 な お 、こ こで いう 平成 2 4 年 度 とは 、平成 2 4 年 4 月 1 日から 平

成 2 5 年 3 月 3 1 日ま でを い う。  

 

二  監査 の 実施 日  

 平 成 2 5 年 5 月 1 6 日～ 1 7 日  

 

三  監査 の 要領  

 提 出さ れ た関 係書 類に よ り、財務 に関 す る事 務の 執行 に つい て 、

八代 市監 査 規程 及び 八代 市 監査 要領 に基 づ き、必要 に応 じ て議 会

事務 局関 係 者の 口述 等を 求 めて 実施 した 。  

 今 回の 随 時監 査で は、事 務の 執行 が、八 代市 議会 政務 調 査費 の

交付 に関 す る条 例（ 以下「 条例 」と いう 。）、八 代市 議会 政 務調 査

費の 交付 に 関す る規 則 (以 下「 規 則」とい う。 )  及 び八 代市 議 会政

務調 査費 使 途基 準に 係る 申 し合 わせ（平 成 2 4 年 8 月 2 7 日議会 運

営 委 員 会 決 定 。 以 下 「 申 し 合 わ せ 」 と い う 。） に 定 め る と こ ろ に

従っ て適 正 に行 われ てい る かど うか を着 眼 点と し、行政 視 察、事

務 経 費 等 に 係 る 関 係 書 類 の 審 査 及 び 領 収 証 等 の 証 拠 書 類 の 照 合 、

確認 を行 っ た。  

 

四  監査 委 員の 除斥  

 橋 本幸 一 監査 委員 は、 地 方自 治法 第 1 9 9 条 の 2 の 規定 によ り、

除斥 とし た 。  

 

五  監査 の 結果  

 政 務調 査 費に 係る 事務 は 、全 般的 に条 例 及び 規則 に基 づ き適 正

に処 理さ れ てい るこ とが 認 めら れた 。  



この 報告 書 では 、個 々 の軽 易な 事項 につ い ては 、監 査 時又 は 講

評 の 際 に 付 箋 又 は 口 頭 に よ り 検 討 を 指 導 し て い る の で 省 略 す る 。 

 な お 、 政 務 調 査 費 の 交 付 事 務 及 び 返 還 事 務 の 状 況 に つ い て は 、

次の とお り であ る。  

 

［政 務調 査 費の 交付 事務 及 び返 還事 務の 状 況］  

 政 務調 査 費は 、条 例で は 八代 市議 会に お ける 会派 に対 し 、当 該

会派 の所 属 議員 数に 月額 3 万円 を乗 じて 得 た額 を年 2 回 に 分け て

交付 する こ とに なっ てい る 。  

 平 成 2 4 年度 は 、 4 月に 11 会派 に対 し 6 , 1 2 0 , 0 0 0 円が交 付 され

てい る。 1 0 月 2 日に 議員 1 名死 去の ため 、 １会 派減 とな り 、 1 0

月に は 1 0 会 派に 対 し 5 , 9 4 0 , 0 0 0 円が 交付 さ れた が 1 月 11 日 に議

員 1 名 死去 の た め、 2 月 か ら 3 月ま で の 2 カ 月 分 6 0 , 0 0 0 円 が戻

入さ れて い る 。その ため 、交 付 額の 年間 合 計は 、 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 と

なっ てい る 。  

各 会 派 か ら 収 支 報 告 書 が 提 出 さ れ 、 各 会 派 の 未 執 行 額

1 , 3 7 7 , 5 6 9 円が 返還 され て いる ため 、政 務 調査 費の 実質 的 な交 付

額は 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円か ら 1 , 3 7 7 , 5 6 9 円を 差し 引 い た 1 0 , 6 2 2 , 4 3 1 円

(以 下「 交付 額」とい うと き は、こ の金 額を 指 す。)とな って い る。  

 な お、政 務調 査費 が用 い られ た経 費に つ いて は、次の と おり で

ある 。  



［政 務調 査 費が 用い られ た 経費 ］  

 平成 2 4 年度 政務 調査 費 収支 報告 書に よ る項 目ご との 支 出額 の

内訳 は、 次 表の とお りで あ る。         (単位 ： 円、 ％ )  

項  目  金  額  構成 比  摘  要  

研 究 研 修 費  1,12 7,84 3  10.4 %  研修 会参 加 旅費 等  

調 査 旅 費  2,80 1,62 2  25.8 %  行政 視察  

資 料 作 成 費  664, 650  6.1 %  事務 用品 費 等  

資 料 購 入 費  416, 653  3.8 %  新聞 購読 等  

広 報 通 信 費  4,51 3,82 5  41.6 %  広報 紙印 刷 等  

広 聴 費  0 0.0%  
 

人 件 費  360, 000  3.3 %  事務 補助 者 賃金  

事 務 所 費  944, 068  8.7 %  事務 所賃 借 料等  

そ の 他 の 経 費  0 0.0%  
 

合  計  10,8 28,6 61  100. 0%  
 

※ 合 計 額 は 、支 出 額 が 交 付 額 を 超 え た ３ 会 派 の 自 己 負 担 額 2 0 6 , 2 3 0 円 を

含 む  

 

経費 の主 な 使途 は、 次の と おり であ る。  

①  研究 研修 費 の主 なも のは 、研 修 会参 加旅 費 及び 受講 料 6 4 6 , 1 2 0

円 (構成 比 6 6 . 9％ )、セミ ナー 受 講 旅費 及び 負 担 金 3 1 9 , 0 2 0 円 (構

成比 3 3 . 1％ )とな って いる 。  

②  調査 旅費 は 、 1 6 市の 先進 都 市等 を延 べ 3 0 人が 視 察し 、調査 研

究が 行わ れ てい る。  

③  資 料 作 成 費 の 主 な も の は 、 イ ン ク 等 の 事 務 用 品 費 2 3 4 , 6 8 4 円

（ 構 成 比 3 5 . 3％ ）、 パ ソ コ ン リ ー ス 料 2 3 1 , 9 6 6 円 （ 構 成 比

3 4 . 9％ ）、 パ ソ コ ン 等 の 事 務 機 器 購 入 費 1 9 8 , 0 0 0 円 （ 構 成 比

2 9 . 8％） とな っ てい る。  

④  資 料 購 入 費 の 主 な も の は 、 新 聞 等 購 読 料 3 7 3 , 6 7 4 円 （ 構 成 比



8 9 . 7％）、書 籍購 入費 4 2 , 9 7 9 円（ 構成 比 1 0 . 3％ ）と なっ てい る 。  

⑤  広報 通信 費 の主 なも のは 、広報 紙印 刷費 1 , 7 5 1 , 9 9 6 円（構 成比

3 8 . 8％）、 切 手等 の購 入費 2 , 1 0 1 , 9 9 5 円（構 成比 4 6 . 6％） と な

って いる 。  

⑥  人件 費は 、 3 会派 の共 同雇 用 によ る事 務補 助 者に 支払 った 賃 金

3 6 0 , 0 0 0 円であ る。  

⑦  事 務 所 費 の 主 な も の は 、 事 務 所 賃 借 料 9 0 0 , 0 0 0 円 （ 構 成 比

9 5 . 3％） とな っ てい る。  

 


